
論文投稿規則／査読要領

１．投稿資格

　投稿資格は，名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター職員または職員が共同執筆者であることを条件と

する。ただし，編集委員会による原稿依頼の場合はこの限りではない。

論文は研究課題に関するものとする。

２．報文の種類

　報文の種類は，(1)学術論文（原著に限る。），(2)解説論文，(3)総説論文，(4)技術報告とする。

３．報文の構成

　報文の構成等はそれぞれの分野の慣例に従うものとする。

４．原稿の書き方

　論文執筆要領については別に定める。

５．ページ数の制限

　以下のページ数はすべて刷り上がりのものを示す。ただし，編集員会で認められた場合にはこの限りではない。

　論　　文　原則として 10ページ以内

　解　　説　原則として 10ページ以内

　総　　説　原則として 10ページ以内

６．提出先

　原稿の提出先は名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター編集委員会委員長とする。そこで受理した日を

原稿受付日とする。

７．提出期限

　毎年度 1月 31日とする。

８．採否

　投稿原稿はすべて名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター年報編集委員会で審議する。ただし，学術論

文は，名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター年報編集委員会が委嘱する査読者 2名の審査を受ける。査

読者の意見に基づき，学術論文の採否を編集委員会で決定する。編集委員会における採択決定日を受理日とする。解

説論文，総説論文，技術報告に関しては，編集委員会の校閲を受けた後，編集委員会で掲載決定する。編集委員会に

おける採択決定日を受理日とする。

９．原稿の責任と権利

　掲載された論文等の内容についての責任は著者が負うものとする。また，その著者権は著者に属する。編集出版権

は名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センターに属する。
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編集後記 
 

　平成21年度、センターでは、耐震工事にともなうA棟の補修工事と研究

室移設があり、年度のほとんどの期間で、教職員は3箇所（多治見市旭ヶ丘、

本町、および名古屋市御器所）に分かれて活動するという異例の年であった。

また、センターの発足9年目の区切りとして外部評価を受け今後の展開を図

るべく努力をしてきました。各種のプロジェクト参加や補正予算等での国の

事業に参加し、センター活動は充実してきているが、それだけに大学の業務

遂行には多忙さが増してきている。 

　本年も年報の出版費用について広告掲載費による充当を行い、世情の厳し

さにもかかわらず掲載いただき厚く御礼申し上げます。 

　年報に掲載している研究教育活動や社会活動報告で、センター活動の一端

を知っていただきご活用いただければ幸甚です。今後とも、センターにご支

援賜りますことをお願いいたします。 
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